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東北東京間連系線に係る
広域系統整備計画について

2019年 8月 5日
広域系統整備委員会事務局

第42回 広域系統整備委員会
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2今回ご議論頂きたい事項

 今回ご議論頂きたい事項

 本整備計画の変更完了までの工事の進め方について
⇒ 工事費が工事費負担金の10%を超える場合の工事の進め方はどうするか。
（論点１）

 辞退事業者の負担額について
⇒ 辞退事業者に、本整備計画の変更までに生じた実費（工事費負担金10%超過分を

含む）まで負担させるべきか。※2（論点２）
※2 辞退事業者は、「工事費負担金の10%」と「本整備計画の変更までに生じた実費」のうち、何れか大きい方を

負担することとなっている（第17回 広域系統整備委員会）。

なお、「工事費負担金の10%」は、工事着手前に支払われたもの。

 これまでの経緯

 応募事業者の辞退に伴い、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画（以下、本整
備計画という）の再検討が必要となったが、工事を中断した場合、工事遅延等の影響が想
定されることから、当面は、工事費負担金の10%に相当する額の範囲内で工事を進める
※1こととした。
※1 工事は順調に進んでおり、2019年11月には工事費が工事費負担金の10%に達する見込み

 また、費用対便益評価の結果から、現行規模のまま増強工事を継続することとした。

 本整備計画の変更にあたっては、国で整理される費用負担の在り方との整合を図りつつ、
費用負担割合を見直すこととした。
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 見直し後の業務フローにおいて、現在は赤枠（費用負担割合の再検討）の段階。

広域系統整備計画の再検討開始

工事規模の見直し不要

変更後の広域系統整備の実施

国の審議会での費用負担の在り方
結果反映

STEP1:対策規模の検討

辞退した応募事
業者の精算

変更後の広域系統整備計画決定

費用対便益評価
により工事規模検討

STEP2:費用負担の検討

同意の再確認

増強容量のうち
間接オークション利用分について

費用負担割合の再検討

第４０回広域系統整備委員会
資料３に一部修正・追記

現在

2019年11月には工事費が工事費負
担金の10%に達する見込みであるが、
本整備計画の変更完了はそれ以降に
なる恐れ

広域系統整備計画に基づく工事の実施

辞退申し出

有

（参考）業務フローにおける現在の位置づけ



4（参考）国の審議会における費用負担の検討状況

 脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会において、再エネ由来の効果分については、
FIT賦課金方式を選択肢として検討することとなった。

 本整備計画においては上記検討と整合を図り、費用負担割合を検討する予定。

第６回 脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 資料１



5１．再検討期間中の工事費の取り扱い（論点１）

本整備計画の変更完了までの工事の進め方について

⇒ 工事費が工事費負担金の10%を超える場合の工事の進め方はどうするか。
※ 工事は順調に進んでおり、2019年11月には工事費が工事費負担金の10%に達する見込み。

 以下の理由から、工事費負担金の10%に相当する額の範囲内ではなく、当面は受領済の
工事費負担金の範囲で工事を進めてはどうか。

 費用対便益評価の結果から、増強工事は現行規模で継続することとなった。（第40回 広域系統整
備委員会）

 一方で、応募を継続している２事業者からは、残りの工事費負担金（工事費負担金の90%）が支
払われているものの、費用負担割合の一部※については、国で整理される費用負担の在り方と整合を
図りつつ見直すこととしている。（第40回 広域系統整備委員会）

※特定負担電源の辞退により増加する間接オークション利用分（元々の空容量を含む）の費用負担割合

 既に現行規模での工事継続としているものの、こうした費用負担の在り方に係る検討状況も踏まえ、
当面は受領済の工事費負担金（94億円）の範囲で工事を進めることする。なお、万一、増強工事
が中止となる場合は、支払い済の負担金を含め、工事に要した費用の負担について、改めて整理する
ものとする。

（論点１）



6（参考）工事費の取り扱いについて
第３９回広域系統整備委員会
資料３



7２．辞退事業者の負担額について（論点２）

現在、辞退事業者は、「工事費負担金の10%」と「本整備計画の変更までに生じた実費」
のうち何れか大きい方を負担することとされているが※1、辞退事業者に、本整備計画の変更
までに生じた実費（工事費負担金10%超過分を含む）まで負担させるべきか。

（論点２）

 現在の取扱いは、託送供給等約款と同様、応募事業者の辞退に伴い、工事の中止や規
模縮小が必要になり、不要な実施済み工事が生じた場合に、工事費負担金の10%に限ら
ず、辞退事業者が実費を負担することを目的に定めたもの。
＜具体例＞

 応募事業者全員が辞退し、整備計画が中止となる場合

 応募事業者の辞退により、工事規模が縮小され、実施済でありながらも不要な工事が生じた場合

 本計画においては、工事の中止や規模縮小などはなく、当初の規模で工事を継続することと
なっていることから、辞退事業者に工事費負担金の10%を超える負担を追加で求める必要
性はない。

 このため、辞退事業者の負担額は工事費負担金の10%※2とする。

※1 第17回 広域系統整備委員会
※2 工事着手前に支払われたもの



8（参考）託送供給等約款

託送供給等約款（東北電力株式会社、2018年10月1日実施）

71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

(1) 託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される
場合

供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって託送
供給の開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される
場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を
要したときは，その実費を契約者から申し受けます。



9（参考）辞退事業者の負担
第１７回広域系統整備委員会
資料１



10３．まとめと今後のスケジュール

 工事費負担金の10%に相当する額の範囲内で工事を進めるのではなく、当面は受領済の
工事費負担金の範囲で工事を進める。

 辞退事業者の負担額は工事費負担金の10%※とする。

＜まとめ＞

＜今後のスケジュール＞

 費用負担割合について、国で整理される費用負担の在り方との整合を図りつつ引き続き検
討していく。

※ 工事着手前に支払われたもの



11（参考）広域系統整備計画の変更までに生じた実費
第１７回広域系統整備委員会
資料１



12（参考）費用負担割合について
第４０回広域系統整備委員会
資料３


